
特定財源

障害者福祉事業 25,505 17,491

高齢者福祉事業 67,845 172

児童福祉事業 44,962 14,139

母子福祉事業 125 61

小計 138,437 31,863

介護保険事業 50,573 2,404

国民健康保険事業 59,780 21,424

後期高齢者事業 41,342 8,970

小計 151,695 32,798

保健衛生事業 88,904 3,188

予防事業 8,162 2,517

小計 97,066 5,705

387,198 70,366

（単位：千円）

財源内訳

合計

5,645

91,361

316,832

＊地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、上記事業の一般財源の一部となっています。

＊引き上げ分にかかる消費税収の使途の明確化について

平成２６年４月１日に引き上げとなった地方消費税収は、地方消費税交付金として交付され、その引き上げ分については全額を社会
保障費の財源として活用しています。引き上げ分の地方消費税交付金を活用した事業は次のとおりです。

（歳入）　　　　　　　　　・地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０千万円

（歳出）　　　　　　　　　・社会保障施策経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３億８千万円

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策経費（令和元年度決算）

事業名 経費

社会福祉

社会保険

85,716

一般財源

8,014

38,356

67,673

30,823

118,897

64

106,574

48,169

32,372

保健衛生


